
五木村建設物等木材利用促進基本方針 

                             施行：平成２４年２月３日 

改正：令和４年７月７日 

 

 五木村は、恵まれた自然を活かし、元気で生き生きと働き、ともにふれあい、支えあ

いながら安心して住み続けることができる、誇れる「ふるさと五木村」を目指すもので

ある。 

本村の９６％は森林で、戦後植栽された人工造林が伐採時期を迎えている。その木材

の利用を推進することで、森林の有する水源涵養や国土の保全等多面的機能の発揮や地

域経済の活性化に貢献することは言うまでもない。 

本村は、川辺川ダム建設計画に翻弄され続け、水没予定地から代替地への移転を余儀

なくされたことを機に、平成 14 年から頭地代替地に公共施設の移転を開始し、役場・診

療所・小中学校や道の駅等の建築については、積極的な木材の利用に取組んできた。 

また、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号。

以下「法」という。）の施行を受け「熊本県公共施設・公共工事木材利用推進基本方針（平

成 23 年 2 月 23 日策定）」に即して、村が直接又は村内各種団体への補助等により実施

する公共施設・公共工事（以下「村等工事」という。）において木材の利用を一層促進し、

民間事業者や村民まで波及させることを目的として、法第 9 条に基づく「五木村公共施

設・公共工事木材利用推進基本方針」を定めたところ。 

このような中、令和 3 年 10 月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法

律」が改正され、基本方針等の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されたことを受

け、一般建築物等への更なる普及を目的として改正を行うものとする。 

 

○用語の定義 

 ・公共建築物：公共施設と公共工事の総体 

 ・公共施設：公共性の高い建築物及びその附帯施設 

 ・公共工事：地方自治体が実施する河川、砂防、道路、公園、農業農村整備、治山・

林道その他の土木工事 

 

第１ 建築物等における木材の利用の促進の意義及び基本的事項 

 １ 木材の利用を促進すべき対象 

  ア 村等工事で整備する公共施設 

    広く村民の利用に供される学校施設、社会福祉施設、診療所、社会教育施設、

運動施設、公園施設、農林水産業関係施設、公営住宅、庁舎等 

  イ 村等工事以外で、五木村内において民間事業者等が整備する建築物 

  ウ 民間事業者が行う観光施設・物産館等の建築物 



  エ 公共工事で設置する施設 

  オ 一般住宅の新・改築に係る建築物 

 ２ 木造計画・設計基準の活用 

    公共施設の整備に当っては、木造施設の設計（基本計画、基本設計及び実施設

計）に関する技術的な事項及び標準的な手法を定め、設計の効率化と性能の確保

を図ることを目的として国が定める木造計画・設計基準の活用を図る。 

３ 木材の地産地消の促進 

  ア 人吉球磨管内で生産又は製造された地域産資材（以下「球磨産材」という。）の

優先使用に努める。 

  イ 一般建築物や民間が整備する公共性の高い建築物においても、木材を利用する

意義への理解と協力が得られるよう働きかける。 

 

第２ 村等工事で整備する公共建築物等における木材の利用の目標  

 １ 低層の公共施設は、原則として木造とする。ただし、法令上の規定がある場合や 

許容範囲を超える負担増となる場合、防災関連施設など用途面や、構造・耐久性な  

ど技術面から木材の利用が困難である場合等を除く。 

 ２ 建築物の構造にかかわらず木質化が可能な床、壁等については木質化を推進する。 

  特に村民の目に触れる機会が多い施設の内装は木質化に配慮する。 

 ３ 木材を原材料とした備品及び消耗品の利用を促進するほか、暖房器具又はボイラ 

ーを設置する場合は、木質バイオマス燃料の利用を検討し、利用の促進を図る。 

 ４ 公共工事においては、木材・木製品を用いた工法を検討し、積極的な木材の利用 

を図る。 

 ５ その他木材の利用にあたり、以下の事項に配慮する。 

  ア 「規制・制度改革に係る対処方針（平成２２年６月１８日閣議決定）」による規

制の見直しに係る公共施設については、積極的に木造化を図る。 

  イ グリーン購入法に規定する特定調達品目に該当する木材は、同法の規定により

策定された環境物品等の調達の推進に関する基本方針に示された判断基準を満た

すことを目標とする。 

  ウ 歴史的・文化的価値を有する施設の整備に当っては、その価値に相応しい木材

の利用を図る。 

    

 第３ 建築物等における木材の利用の促進に関する推進体制 

  １ 推進体制 

    建築物等における木材の積極的な利用を促進するため、庁内に組織する「五木

村再建対策本部会議」において、計画または実施する事業等について球磨産材の

利用促進が図られるよう推進する。 



  ２ 木材利用の普及 

    建築物等の管理者は、村内外の来訪者に、木材の特性、意義、その他設計基準

等について普及に努める。 

 


